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（注意事項）

　1　答案用紙の種類

  　       本答案用紙は，憲法の答案用紙です。

　　     行政法の答案を本用紙に記載して提出した場合には，試験時間内に申し出があった場合を除き，零点となるので，注意してください。

　　     なお，試験時間中に答案用紙の取違えに気付いた場合には，試験監督員の指示に従ってください。（試験時間終了後の答案用紙の取違えの申出には

            一切応じません。）。

　2　答案用紙の取扱い

　　　 答案用紙の取替え，追加配布はしませんので，汚したり曲げたりしないでください。

3　答案作成上の注意

　(1)　答案は横書きとし，解答欄の枠内に頁数に従って書き進めてください。なお，解答欄の枠外（着色部分及びその外側の余白部分）に記載した場合には，当該部分は採点されません。

　(2)　答案は，黒インクのボールペン又は万年筆（ただし，インクがプラスチック製消しゴム等で消せないものに限る。）で記載することとし，これ以外で記載した場合には，

            無効答案として零点となります。

　(3)　答案を訂正するときは，訂正部分が数行にわたる場合は斜線で,1行の場合には横線で消して，その次に書き直してください。

　(4)　答案用紙の表裏を書き違えて答案を作成した場合には，表が白紙の時には「裏から記載」,それ以外の時は「裏から記載」とだけ，試験期間中に表の解答欄に記載してください。

         （試験時間終了後に記載することは認めません。）

　(5)   答案用紙の※印の欄には何も記載しないでください。

4　その他

　　　解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断される記載のある答案は無効答案として零点となります。
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第１ 設問１ 

１ 小問（１） 

Ｂが行うべき報酬の減額請求は、民法（以下、「民法」は省略。）第

５５９条の規定によって請負契約にも準用される５６３条１項の報

酬減額請求である。以下、同条の要件を充足するか検討する。 

（１）同減額請求を行うには、Ａに契約不適合責任（５６２条１項）

が生じていることが前提となる。 

この点、本件請負契約締結にあたってＢは、Ａに対し「外壁の塗装

には塗料αを使用してほしい。」と申入れ、Ａは受け入れているため、

建物を塗料αで塗装することは契約の内容になっている。 

しかしながらＡは、甲建物を塗料βで塗装して引き渡しているか

ら、同条同項の「引き渡された目的物が」、「契約の内容に適合しない

もの」の要件を満たす。 

（２）上記契約不適合について、ＢはＡに対して再塗装を求めたが、

Ａはこれを拒絶しているため、５５９条によって準用される５６３

条２項２号の「履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。」

に該当し、Ｂは代金の減額を請求することができる。 

（３）この点、Ａからは塗料βは、塗料αよりも耐久性が高く、防汚

防水性能に優れて高価であって、これによって塗装した建物の方が、

客観的価値が高いことを反論する可能性がある。 

しかしながら、Ｂは、塗料αをコーポレートカラーとして使用し

ており、自社店舗を同塗料で塗装して欲しいと考えて、塗料αを特

に採用して本件請負契約を締結したものである。そのため、建物の

客観的価値の高低はＡの契約不適合責任の成否と関係しない。 

（４）よって、Ｂは、Ａに対し、本件請負契約に基づく代金支払債務

について代金減額請求をすることができる。 

２ 小問（２） 

前述の通り、Ａは契約不適合責任を負っているところ、ＢがＡに

対して行うべき損害賠償請求は、４１５条１項本文に基づく損害賠

償請求であると考える。以下、同請求の当否を検討する。 

（１）前述したとおり、Ａは、甲建物を塗料αによって塗装して引き

渡さなければならなかったにもかかわらず、独断で塗料βに塗装し

て引き渡しているため、「債務者がその債務の本旨に従った履行をし

ないとき」（４１５条１項本文）に該当する。また、Ｂは、Ａが塗料

βで塗装した甲建物を、塗料αで再塗装しなければ自社店舗として

使用することができないため、再塗装に関して発生した費用は、Ａ

の債務不履行と相当因果関係を有する「損害」であるといえる。 

従って、Ｂは、Ａに対して損害賠償請求できるように思える。 

（２）これに対し、塗料βを用いたことは近隣住民からの反発に配

慮したものであるから、債務者の責めに帰することができない事由

によるもの」（同条同項但書）であるとの反論が考えられる。 

しかしながら、近隣住民からの反発は甲建物に対する事実上の妨

げにすぎず、何ら完成を困難にするものではない。加えて、かかる近

隣住民からの反発について、Ａは、Ｂと相談することも可能であっ
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たにもかかわらず、これを怠って独断で塗料βを使用したものであ

るから、Ａに帰責性がないとはいえない。 

（３）上述の通り、塗料αの使用は、Ｂのコーポレートカラーである

ことに関係するものであるため、甲建物の再塗装は、本件売買契約

の内容からして当然の帰結であるから、塗料βで塗装した場合、塗

料αを使用した場合よりも客観的に価値が上がることは、本件と関

係せず、Ｂの請求を妨げるものではない。 

（４）なお、Ａの再塗装を申入れは、履行の追完の申し入れであると

評価できるが、複数の債権がある場合にいかなる権利を行使するか

は原則として債権者の自由であって追完請求権が優先するものでは

ないものと解する。 

（５）よって、Ｂの請求は認められる。 

第２ 設問２ 

１ Ｅの所有権に基づく乙不動産の明渡請求に対し、乙は、乙不動

産の取得時効を主張して、請求を排斥することができるか。 

以下、取得時効（１６２条１項）の要件について検討する。 

２（１）同条の要件の占有者の「所有の意思」の有無は、占有取得の

原因・権限の客観的性質を基準として判断される。 

乙不動産は、当初、ＣがＤに対して、使用貸借契約に基づいて引き

渡したものであるから、Ｄの占有は、自らの所有の意思を持たない

他主占有に過ぎない。そのため、同占有を相続によって承継取得し

たＦも他主占有を取得したに過ぎない。 

（２）しかし、Ｆは、乙不動産の占有をＤから相続によって取得して

いるところ、これが「新たな権原」（１８５条）による占有の開始と

いえ、自主占有への性質の変換があったとはいえないか。 

この点、相続人が物を支配する場合、被相続人の占有と相続人の

占有で性質が異なることは有り得るところ、自主占有を信じて占有

を行う相続人を保護する観点から、相続を「新たな権原」とする自主

占有への転換は認められるべきと解する。他方で、他主占有を信じ

る所有者の権利保護にも配慮する必要性があるから、相続による自

主占有への転換が認められるのは、相続人による事実的支配が外形

的客観的に独自の所有の意思に基づくと解される事情がある場合に

限られるものと解する。 

（３）本問でＦは、令和９年４月１日に乙不動産の登記名義人をＦ

とする登記手続を行っている。しかし、この時点では乙不動産の管

理は本件ラーメン店従業員によって行われており、相続人による事

実的支配が外形的客観的に行われているものとはいえない。 

Ｆによる事実的支配が行われるのは、乙不動産の管理が、Ｆに引

き継がれて本件ラーメン店が再開された令和９年５月１日頃のこと

であるといえるから、時効の起算点となる自主占有への転換点は同

頃である。従って、本問の時点である令和２９年４月１４日時点で

は、Ｆの取得時効は完成していない。 

３ よって、Ｆの取得時効の援用の主張は認められない。 

以 上 
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１２月１５日 令和４年予備試験（民法） レジュメ 

 
１ 法解釈とは 
・法律の条文は、様々なケースに対応できるようある程度広く書かれている。 
 実際の細かいケースに対して、条文が適用できるのかどうかを考える。 
→法解釈 

 

＜刑法２３５条＞ 
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。」 

 
→「財物」って何？ 
・隣の家から電気を盗用したらどうなる？（刑法２４５条参照） 
・情報を盗んだ場合は？（東京地判Ｓ59.6.28 参照） 
・汚れたティッシュは？（東京高判Ｓ45.4.6 参照） 
→「窃取」とはどういう場合？ 
・池の鯉を逃がす行為は？ 
・物を隠すつもりで動かした場合は？（大判Ｔ4.5.21 参照） 
・一時使用して返すつもりがある場合は？（最決Ｓ43.9.17 参照） 
〇条文を解釈して、適用できる範囲を決める。 

 
２ 裁判で何をするのか。 
①当事者が事実を主張する。 
・ＢがＡの物を盗んだ。 
・Ａには物の所有権がある。Ｂに対して返還請求を行う。 
②主張した事実を、証拠で裏付ける。 
・Ａには物の所有権がある→購入を証明するレシート 
・物を盗んだ→監視カメラ映像 
→証拠によって「Ａが買った物を、Ｂが盗んだ」と裏付けられた。 
③法律を適用する。 

＜民法第２０６条（以下、民法省略）＞ 
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分を

する権利を有する。 

→盗んだ者に対して、所有権に基づく返還請求権があると解釈できる。 
④結論 
判決「Ｂは、Ａに対し、物を引き渡せ」 



３ 司法試験では何をするのか。 
①・②（事実認定）は、主に司法試験合格後の司法研修所で学ぶ。 
③・④が司法試験の主な内容。 

 短答式試験では、③の条文の知識を問われる。 
 論文式試験では、③の条文を解釈して、④の結論を導く能力を問われる。 

 
 論文式試験は、知識だけで受かる試験ではなく、知識を前提に、法律をどの

ように使うのかということを問われる。 

 
４ 設問１ 
（１）小問（１） 
〇前提として、ＡとＢとの間には、請負契約が締結されている。 

＜（請負）第６３２条＞ 
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事

の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ず

る。 

⇒仕事と報酬が対価関係にある⇒「有償契約」と呼ばれる契約の類型。 

 

＜（有償契約への準用）５５９条＞ 
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償

契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

⇒売買契約に関する民法の規定が、請負契約にも使える。 

 
〇Ｂは、Ａに再塗装を拒否されたので、代金を減額したいといっている。 

＜（買主の追完請求権）第５６２条＞ 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

ものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は

不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、

買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる

方法による履行の追完をすることができる。 
２ （略） 

 

＜（買主の代金減額請求権）５６３条＞ 
 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の

追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合



の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をす

ることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 
一 （略） 
二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
三～四（略） 
３ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買

主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 

 
〇「契約の内容に適合しない」とは何か。 
→塗料αの使用は、契約の内容か？ 
→塗料βで塗装した場合、「契約の内容に適合しない」なのか？ 
〇塗料βを用いた場合の方が価値は高いのに、代金は減額されなければならな

いのか？ 
⇒結論 

 
（２）小問（２） 
〇Ｂは、再塗装の費用について損害賠償請求したいといっている。 

＜（債務不履行による損害賠償）第４１５条＞ 
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができ

る。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社

会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである

ときは、この限りでない。 
２（略） 

 
〇「その債務の本旨に従った履行をしないとき」に当たるか。 
〇「これによって生じた損害」に当たるか。 
〇価値が上がっているのに「損害」なのか。 
〇近隣住民からの反発に配慮して塗料を変えたことは、「債務者の責めに帰する

ことができない事由によるもの」に当たらないのか。 

 
５ 設問２ 
〇Ｆは、取得時効を援用して、乙不動産の所有権を取得したい。 

＜（所有権の取得時効）第１６２条＞ 
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した



者は、その所有権を取得する。 
２（略） 

 
〇「所有の意思をもって」とはどのような場合にいえるのか。 
→「所有の意思」の判断基準に関する解釈 
⇒占有取得の原因・権原の客観的性質を基準として判断される。 

 
・Ｄは、使用貸借契約に基づいて借りていただけ。 
⇒「所有の意思」は、権原の客観的性質からして無い。 
→Ｆは、Ｄを相続しただけなので、借りていた地位を承継しただけ。 
よって、「所有の意思」はない。 

 
･･･しかし、相続によって占有を承継した人が、自分のものと信じて長期間占有

している場合、これを保護する必要はないのか？ 

＜（占有の性質の変更）第１８５条＞ 
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者

が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新た

な権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質

は、変わらない。 

 
→“相続によって、自分の物だと思い込んで占有を始めた場合”は、「新たな権

原により更に所有の意思をもって占有を始めた」に当たらないのか？ 
･･･自主占有を信じる相続人を保護する観点からは当たると考えたいところ。 
しかし、「相続」という所有者側にはよく分からない事情で占有の性質が変わっ

てしまうと、貸しただけのつもりでいる（他主占有であることを信じている）

所有者の立場としては困ってしまう。 
どのようにバランスを取るべきか。 

 

【最高裁平成８年１１月１２日判決】 
被相続人の占有していた不動産につき、相続人が、被相続人の死亡により同

人の占有を相続により承継しただけでなく、新たに当該不動産を事実上支配す

ることによって占有を開始した場合において、その占有が所有の意思に基づく

ものであるときは、被相続人の占有が所有の意思のないものであったとしても、

相続人は、独自の占有に基づく取得時効の成立を主張することができるものと

いうべきである（最高裁昭和四四年（オ）第一二七〇号同四六年一一月三〇日

第三小法廷判決・民集二五巻八号一四三七頁参照）。 



（中略） 
他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合に

おいて、右占有が所有の意思に基づくものであるといい得るためには、取得時

効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実

的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を

自ら証明すべきものと解するのが相当である。けだし、右の場合には、相続人

が新たな事実的支配を開始したことによって、従来の占有の性質が変更された

ものであるから、右変更の事実は取得時効の成立を主張する者において立証を

要するものと解すべきであり、また、この場合には、相続人の所有の意思の有

無を相続という占有取得原因事実によって決することはできないからである。 

 
〇本問で、Ｆが「所有の意思」に基づいて乙不動産を占有したのはいつか。 
→「所有の意思」＝Ｆにおいて、「その事実的支配が外形的客観的にみて独自の

所有の意思に基づくものと解される事情」が生じた時点。 
・登記移転時？ 
・ラーメン店再開時？ 
・２０年経過しているのか？ 
⇒結論 

以 上 
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・設問 1小問 (1)について、非常に丁寧に書かれていると思います。

論点に対して適切に回答することができていて、非常に良い答案だと感 じました。

。設問 1小問 (2)について、追完請求と損害賠償請求の優劣の論点に気付けてお り、

好印象です。解釈についてはこの方向性もありうると思います。

・設問 2について、全体的に記述は正しいと思いますが、「3月 1日 」を起算点とした

議論をしているのが何故なのか分かりませんでした。相続は「令和 8年 1月 」であり、

令和 9年 3月 1日 は登記名義に関する相談をしたとい うだけなので、この相談を持

ちかけたことが、所有の意思を現したものと捉えるならばともかく (も ちろん、それ

では成立しませんが)、 登記移転時期の4月 1日 でもなく、 3月 にフォーカスした理

由が分かるようにした方が良いと思います。

また、 185条は「権原」です。権限と、権原は、法律用語としては意味が違いま

すので、復習しておいてください。

○全体的に高い実力を感 じました、この調子で頑張ってください。

以上


